
（資料１）

１　児童虐待相談対応件数及び虐待の種別
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県内児童相談所における児童虐待相談対応件数は、2,370件で、対前年度比 322件（15.7％）

の増加となりました。７年連続で増加し、平成２年度に統計を取り始めて以来、過去最多を更新し

ています。

相談対応件数が増加している理由として、

①児童虐待に関する認識が高まり、関係機関や県民が虐待を受けたと思われる児童を発見

した場合、速やかに児童相談所へ通告するという意識が高くなっていること

②家庭の養育力の低下や家庭の経済状況等により、子育てが孤立化し、その負担感などが

虐待という形で発生しやすくなっていること

等が考えられます。

また、虐待の種別では、心理的虐待が1,456件で最も多く、対前年度比 209件（16.8％）増加し

ており、身体的虐待は518件で前年度比で104件（25.1%）増加しています。心理的虐待及び身体

的虐待が増加している理由として、児童がいる家庭での配偶者や児童に対する暴力事案につい

て、警察からの通告が増加していること等が考えられます。

１



２　相談の経路及び対応の内容

＊「その他」は、児童委員、里親など

＊「その他」は、児童福祉司による指導等

相談の経路
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相談の経路では、近年警察からの件数が増加し、平成30年度は975件で対前年度比118件

（13.8％）の増加となりました。以下、市町村、学校・教育委員会の366件、家族親戚の226件と続

いています。

対応の内容としては、ほとんどが面接指導（助言や在宅での支援）であり、全体の93.4％となっ

ています。児童を家庭から離す必要が生じる前に、市町村等地域の関係機関が連携して子ども

やその保護者にきめ細やかに関わり支援する重要性がさらに増しています。
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３　主な虐待者及び虐待を受けた児童の年齢

＊「その他」は、母の内縁の夫、親族（祖母、おば）など

＊「その他」は、中学校を卒業した者等
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主な虐待者は、実母が1,165件（49.2％）で最も多くなっています。次いで実父が1,014件

（42.8%）、実父以外の父親が137件（5.8％）となっています。

虐待を受けた児童の年齢では、小学生が836件と最も多く、全体の35.3％を占めており、次い

で未就学児童（０～３歳未満と３歳から学齢前児童の合計）が812件（34.3%）となっています。
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（資料２）

○配偶者等からの暴力（ＤＶ）　相談件数

※件数は、相談（電話・面接）の延件数

（資料３）

○児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン　相談件数

児童関係 児童虐待

養育

その他(*１)

小計

女性関係 ＤＶ被害

夫婦問題

親族の暴力

その他(*２)

小計

その他(*３)

（資料４）
○被措置児童等虐待の状況（児童福祉法第33条の16の規定による公表）
1　法に基づき、県が対応した件数

２件

２　事案の状況及び法に基づき県が講じた措置

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

104.1%

ＤＶ相談件数（＊） 2,000 1,408 1,513 1,592 1,658

対前年度比 83.4% 70.4% 107.5% 105.2%

*女性相談センターを含む配偶者暴力相談支援センター（３所）、県保健福祉事務所（10所）、女性相談員が配置されている市福祉事務所
（13市）が受け付けた相談件数の合計

相談種別 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 対前年度比

142.4%

169 173 149 132 172 130.3%

141 140 116 85 121

126.5%

633 664 760 565 696 123.2%

943 977 1025 782 989

90.9%

93 44 41 56 58 103.6%

39 49 23 33 30

111.9%

14 13 27 6 12 200.0%

372 220 58 42 47

63.3%

518 326 149 137 147 107.3%

137 310 474 139 88

事案の状況

１．児童養護施設において、職員の指示を聞き入れない児童に対し、ネックウォーマー
を引っ張るなど不適切な指導を行った。

２．里親家庭において、児童の帰宅が遅くなったため、指導をしたところ反発されたた
め児童に手をあげた。

措置の内容 　口頭・文書による指導

115.7%

＊１は、「児童相談所に直接連絡を取りたい」などの取り継ぎ等
＊２は、親族関係、近隣関係、友人関係の相談等
＊３は、無言電話、問い合わせ電話等（H28年度まで）。H29年度からは問い合わせ電話等（無言電話を除く）。

合計 1,598 1,613 1,648 1,058 1,224

配偶者等からの暴力による相談件数は、1,658件で対前年度比 66件（4.1％）の増加となりました。

平成30年度、女性の権利意識が向上したことに加え、女性相談員設置市が２市増加し相談窓口

が増加したこと等が考えられます。

電話受付総数は1,224件で対前年度比 166件（15.7％）の増加、児童関係は989件で対前年度比

207件（26.5％）の増加、女性関係は147件で対前年度比 10件（7.3％）の増加となっています。その

内、児童虐待に関するものが172件、ＤＶ被害に関するものが58件となっています。

H29年度から無言電話・間違い電話を計上していないため、H28からH29は総件数が大幅に減少し

ています。
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